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牛にみられた播種性腫瘍の１例
○井上万悠子 德實千恵 藤元英樹 畑井仁 三好宣彰 谷口昨字１） １）

志布志食肉衛生検査所 １） 鹿児島大学共同獣医学部組織病理学分野

は じ め に

牛の腹腔内に発生する播種性腫瘍としては一般的に，中皮腫や顆粒膜細胞腫，腺癌などが知られている 。［ １］

今回，管内と畜場に搬入された牛の腹腔内に播種性腫瘍が認められ，組織学的検索の結果，上記のいずれ

とも異なる組織像を呈した症例に遭遇したので，その概要を報告する。

材料および方法

症例は，乳房炎と診断され管内と畜場に病畜搬

入された雌，25ヶ月齢のホルスタイン種であった。

生体検査ではやや削痩を示し，解体検査時に腹腔内

に多数の腫瘤を認めたため，病変を採材し，材料と

した。

Diff-Quick肉眼的検査後 スタンプ標本を作製し， ，

染色にて細胞診を行った。また，検体を ％中性10

緩衝ホルマリン液で固定後，定法によりパラフィン

HE PAS切片を作製し 染色を行い 特殊染色として， ，

染色，マッソン・ トリクローム染色，アルシアン青

（ ） 染色，鍍銀染色（ 渡辺法） を行った。pH2.5

併せて，抗サイトケラチン抗体（ ，ニチAE1/AE3

レイ ，抗ビメンチン抗体（ ，ニチレイ ，抗デ） ）V9

（ ， ）， （ ），スミン抗体 ニチレイ 抗 抗体D33 CD3 Dako

（ ）， （ ，抗 α抗体 抗 抗体CD79 abcam Melanoma PNL-2

，抗 抗体（ ，Santa Cruz Biotechnology Iba1 Wako） ）

（ ），さらに神経系マーカーとして抗 抗体S-100 Dako

抗 抗体（ ，抗 抗体（ ） を用NSE Dako GFAP Dako）

いて免疫組織化学的染色を行った。

結果

１） 肉眼所見

腹壁漿膜面，腹腔内臓器表面に鶏卵大～小児頭大

の腫瘤が播種性に認められ，一部では癒合して塊

。 ， ，状に付着していた 腹腔内臓器では主に胃 横隔膜

大網，肝臓，脾臓に認められ，胸腔では縦隔リンパ

腫瘤が認められた［ 図１ 。節にのみ ］

図 腹腔内臓器腫瘤1

腫瘤は軟らかく ，表面は灰白色，割面は乳白色

～黄白色であり，大部分で出血・ 壊死がみられた

［ 図２ 。腫瘤は容易に剥離でき，臓器との境界は］

明瞭で被膜が形成されていた。臓器実質に腫瘤の

浸潤は認められず，原発巣は不明であった。

図 腫瘤割面（ 上部： 腫瘤，下部： 肝臓）2
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２ ） 細胞診所見

スタンプ標本では細胞質に乏しい楕円形～短紡

錘形，紡錘形（ 図３矢印） の腫瘍細胞が多数確認

された。また，細胞，核の大小不同も確認された

［ 図３ 。］

（ ）図 横隔膜表面腫瘤スタンプ像 染色3 Diff-Quick

３ ） 組織所見

腫瘤は，腫瘍細胞からなり，膠原線維と細網線

維を伴いながら，充実性に増殖していた。また，

大部分で出血や壊死が確認された。卵円形の核を

持つ楕円形～短紡錘形の腫瘍細胞が密に増殖して

いる箇所と，細胞質に乏しい紡錘形細胞が疎に一

定方向に配列している箇所がみられた。疎の箇所

は壊死巣周囲に多く みられ，腫瘍細胞間に空隙が

みられた。どちらの箇所においても，有糸分裂像

， 。 ，が多数確認され 高い増殖活性がみられた また

壊死巣周囲に腫瘍細胞が配列する，神経系腫瘍に

［ ，特徴的である偽柵状配列が多数確認された 図４

矢印： 偽柵状配列 。］

図 大網表面腫瘤組織（ 染色） で壊死巣周囲4 HE

に認められた偽柵状配列（ 矢印）

腹壁漿膜面，腹腔内臓器表面，縦隔リンパ節部

いずれの腫瘤組織においても同様の所見が得られ

た。

腫瘤組織の所見としては，細胞，組織構築とも

に明瞭な分化の方向性がみられず，分化度は低い

と考えられた。臓器実質に腫瘍は認められなかっ

た。

染色は陰性で，腫瘍細胞による粘液産出はPAS

確認されなかった。

免疫染色では腫瘍細胞はビメンチンに陽性，サ

， ， ， ， ，イトケラチン デスミン αGFAP CD3 CD79

， に陰性を示した。また， およMelanoma Iba1 S-100

び では弱陽性を示す腫瘍細胞と陰性を示す腫NSE

瘍細胞が混在していた。

考察

組織学的および免疫組織化学的検査の結果，分

化度が低いこと，また細胞形態やビメンチンに陽

性反応を示したことから，本症例を未分化肉腫と

診断した。

免疫染色において神経系マーカーの反応は弱か

ったが， 染色での細胞形態および組織構築，特HE

に壊死巣周囲に偽柵状配列が多く 認められたこと

や，細胞密度が高い箇所と低い箇所があることか

ら，神経系腫瘍の可能性も考えられた。神経系腫

瘍には，主に末梢神経系腫瘍や中枢神経系腫瘍が

ある。本症例では，末梢神経系腫瘍に特徴的な観

兵式配列や粘液産出が認められないこと，中枢神

経系腫瘍でみられるロゼットの形成が認められな

いこと，分化度が低いことより，未分化神経外胚

葉性腫瘍の可能性が高いと考える。牛において，

未分化神経外胚葉性腫瘍は脳脊髄組織などで発生

した例は報告されている が，腹腔に播種性に発［ ］2-4

生する例は極めて稀である。

今回，牛の播種性腫瘍で多く 知られている中皮
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腫，顆粒膜細胞腫，腺癌を鑑別診断としてあげて

いた。

中皮腫で確認される腫瘤は一般的に，最大で拳大

ほどの大きさであることや，中皮腫（ 上皮型） で

みられる腺構造や粘液産出が認められなかったこ

とから，中皮腫は否定された。また，卵巣の腫大

が認められなかったことから，顆粒膜細胞腫も否

定された。腺癌についても，腺構造や腫瘍細胞に

よる粘液産出が認められなかったことから，否定

された。

さらに，組織所見，ビメンチンに陽性反応を示

したことから可能性があると考えたリンパ腫， メ

ラノーマ，組織球腫については免疫組織化学的染

色で ， α， ， に陰性を示CD3 CD79 Melanoma Iba1

したことから否定された。

本症例は，臓器実質に腫瘍病変は確認されなか

ったが，腫瘤が腹膜に多発していたことや，縦隔

リンパ節に転移していたことから，悪性腫瘍であ

ると判断し，全身性の腫瘍として廃棄した。

と畜場でみられる牛の腫瘍の多く は牛白血病に

， 。よるものだが 珍しい症例に遭遇することもある

今後は，一見して予想可能な症例であっても，検

体の採材，病理組織学的検査や免疫組織化学的検

査などの精査を確実に行う体制を確立し，データ

を蓄積していく ことが必要であると考えられる。

引用文献等

［ ］ ， ，１ 日本獣医病理学会編： 動物病理学各論 93
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YAMAGUCHI , Susumu TATEYAMA. : Peripheral

J.Neuroectodermal Tumor in Japanese Black Cattle.
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［ ３ ］ 橋田明彦，アルバロ・ ウェールレ： 牛の延

髄にみられた未分化型神経外胚葉系腫瘍，動衛研

研究報告， （ ）117: 27-37 2011

［ ４ ］ 長内利佳，牛の大脳における未分化神経外

， ，胚葉性腫瘍 家畜衛生研修会病性鑑定病理学部門
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と畜場の牛解体処理における衛生指導

り組み～～衛生意識向上を目的とした取

○寺﨑仁美 馬場希 山田耕一 德田祐二

知覧食肉衛生検査所

は じ め に

平成23年に富山県等で牛肉の生食を原因とする、大規模な腸管出血性大腸菌による食中毒事件が発

生し、と畜場や食肉処理場での牛肉の衛生管理が問題となっている。また現在、国の施策としてと畜

場や食品製造施設へのHACCP導入が進められており、食肉衛生検査所においても「 HACCP導入型基準」

の導入により微生物制御に関する助言・ 指導が課題の一つとなっている。しかしながら、対米等輸出

認定施設以外の一般と畜場での作業者の意識はそれほど高くないのが現状である。

今回、牛枝肉微生物汚染の低減化へ向けた作業者の意識向上を図るため、枝肉汚染状況調査データ

を評価、可視化しながら衛生指導を行ったので、その概要を報告する。

材 料 及 び 方 法

事前に枝肉汚染の状況を調査し、調査データ

に基づき衛生講習会を実施、その前後で枝肉拭

き取り検査による効果の検討を行い、改善でき

た点と改善できなかった点について再度施設側

へ情報提供した。枝肉汚染の事前調査は、 (1)枝

、 、 、 、肉の部位別汚染状況(前肢 胸部 腹部 大腿部

後肢)、 (2)汚染物の細菌検査(糞便、外皮く ず、

胃腸内容物、レール落下グリス、獣毛)、 ( 3)枝

肉拭き取り検査(前肢、胸部、腹部正中部、大腿

部、後肢)、 (4)作業中衛生点検の４項目につい

て実施した。 (図１ )

図１ 材料と方法

なお、衛生教育の材料とするために行った汚

染物の細菌検査は、各汚染物を含む100cmの範囲2

を剥ぎ取り法で採取し、枝肉拭き取り検査と同

様に、ペト リフィルムを用いて一般生菌数と大

腸菌群数を算出した。調査及び衛生指導は平成2

8年４月から６月に実施した。

結 果

(1)枝肉の部位別汚染状況

図２ 枝肉の部位別汚染状況

枝肉汚染部位の割合は、後肢が最も高く ( 34

％)、次いで大腿部(28％)で、主な汚染物はそれ
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ぞれレール落下グリスと獣毛であった(図３ 、

４ )｡

図３ 枝肉汚染部位の割合

図４ 枝肉汚染物の内容

(2)枝肉汚染物の細菌検査結果

枝肉汚染物の一般生菌数は外皮く ずで最も高

く (5. 8 l og CFU/cm)、次いで胃腸内容物と糞便
2

(5. 3 l og CFU/cm)であった(図５ )。大腸菌群数
2

は、糞便で最も高く (>4. 5 l og CFU/cm 、次いで
2
）

外皮く ずと胃腸内容物(2. 9 l og CFU/cm)であっ
2

た(図６ )。

図６ 枝肉汚染物細菌検査結果(一般生菌数)

図７ 枝肉汚染物細菌検査結果(大腸菌群数)

(3)枝肉拭き取り検査結果

枝肉拭き取り検査結果は、衛生指導後、一般

生菌数が全ての部位で有意に減少した（ 図７ )。

図８ 枝肉拭き取り検査結果(一般生菌数)
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大腸菌群数は、前肢で減少、胸部及び腹部正

中部で増加を示したが、いずれも有意差はなか

った(図８ )。

図９ 枝肉拭き取り検査結果(大腸菌群数)

(4)作業中衛生点検結果

作業中衛生点検では、一頭ごとのナイフ消毒

や手洗い等の基本動作はおおむね良好であった

が、一部SOPの不遵守や各工程のトリミング不足

等を認めた。また、特定の生産者において、牛

下腹部へ糞便塊の付着を多く 認め、十分に洗浄

されずにと畜されるケースもみられた。

考 察

解体工程の汚染リスクや具体的対策を衛生講

習会で説明することにより、作業者の意識が向

上し、十分な生体洗浄及び各工程での積極的な

。 、トリミングが行われるようになった その結果

一般生菌数が全ての部位で有意に減少し枝肉衛

生の改善につながったと考えられる。一方、大

腸菌群数は特に胸部と腹部正中部で増加を示し

た。これは、両部位が大腿部及び後肢と比べ汚

染物の付着数は少ないものの、ほとんどが胃腸

内容物及び外皮く ずによる汚染であるため、取

り扱いの僅かなミスによっても大腸菌群数の増

加を招く 可能性があるためと考えられた。

本取り組みの結果を受け、SOPに基づいた衛生

的な解体作業及びト リミングの重要性について

再度説明するとともに、見過ごしやすい汚染物

を画像化して情報提供を行った。また、施設側

は、更なる枝肉衛生向上のため、枝肉洗浄直前

の衛生状態の確認及び汚染物の除去を目的とし

たトリミング専従者を配置した。

再指導後の枝肉衛生状態の確認として、本県で毎

月実施している牛枝肉拭き取り検査の結果を見る

と、一般生菌数は、昨年度に比べて衛生対策に取り

組み始めた５月以降、極端に菌数が高い検体がなく

なり、その状態が継続している(図10)。大腸菌群数

は、衛生対策中に菌数が高い検体がみられたが、再

指導後は３CFU/ 以下と低い値で推移しており、cm
2

衛生的な取り扱いが維持されていることが確認でき

た(図11)。このことより，本衛生対策が有効であっ

今後も継続して、データ評価とたと考えられる。

併せた衛生指導に努めていきたい。

図10 毎月拭き取り検査（ 一般生菌数）

図11 毎月拭き取り検査（ 大腸菌群数）
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FSIS（米国食品安全検査局）指摘事項の変遷
○林義久 中島靖剛 栗脇耕二 春口真一)1

末吉食肉衛生検査所 )大口食肉衛生検査所1

は じ め に

1990 26年に当所所管のと畜場 食肉処理場が日本で初めて 対米輸出牛肉処理施設 の認定を受けて以来， 「 」

年が経過した。その間，米国諸規則の変遷とともに による査察のスタイルや指摘内容も変わってきてFSIS

いる。

昨年度，管内認定施設が 年ぶりとなる 査察を受けるにあたり，事前準備のため過去の指摘事項と6 FSIS

対応状況について整理したので，今回の査察結果と併せて概要を報告する。

査察の概要と評価方法

査察は図１に示す４つの手順で行われる。まず，

施設の状況や日本での監視体制などに関する自己申

告票であるSel f -Reporti ng Tool や過去の査察結果

の分析レポート，輸入時の違反記録などから計画が

作成される。次に，国や自治体，認定施設や分析・

検査施設などが実地に調査され，得られた情報の分

析と評価が行われる。査察終了後，厚生労働省での

出口会議，草稿レポートの送付を経て，最終レポー

トがインターネット上に掲載される。

計画作成Planning

( ) ，以前の査察記録， にSRT Self-Reporting Tool PHIS

よる分析レポート（ 自動 ， ( )） Port of Entry POE

（ 輸入時の違反記録） 等を用いて立案violation

実施Execution

Government Offices Establishments，

Slaughter/Processing/Cold storage Laboratories( ) ，

( )Chemical/Microbiological

評価Evaluation

フィードバックFeed Back

図１ 査察の手順FSIS

査察の目的は，相手国の検査システムが自国のシ

ステムと同等かどうかを判断することにあり，その

実効性について，図２に示す６つの要素に関してそ

れぞれパフォーマンス評価を行うことにより検証さ

1)れる。

Government OversightⅠ

検査システムは米国と同等であり，かつ国が定め，国

により監督されたものでなければならない。

Statutory Authority and Food Safety RegulationsⅡ

検査システムの監督権限は国が持ち，システムにより

「 家畜の人道的取扱い・ とさつ 「 生体検査 「 とさ」， 」，

つ後検査 「 廃棄化製物等の管理 「 施設の構造，設」， 」，

備，器具等の管理 「 毎日の検査 「 定期的な査察」」， 」，

の実施が必要。

SanitationⅢ

検査システムには，衛生管理や製品の衛生的取扱いの

基準，及び の適用が必要。SSOP

HACCPSystemⅣ

検査システムには の適用が必要。HACCPplan

Government Chemical ResidueTesting ProgramsⅤ

検査システムには，国が定めた残留物質等のコントロ

ールプログラムが必要。

Government Microbiological Testing ProgramsⅥ

米国へ輸出する製品の安全性確保のために必要な微生

物学的検査の実施。

図２ 評価の６つの要素

材料と方法

（ １） FSI S指摘事項の変遷調査

1990年の認定時から2015年度までの指摘事項を

Sani tati on Performance Standards（ 以下SPS(GM

）， ， ， ， ， ，P) 作業方法 薬剤管理 SSOP HACCP 動物福祉

施設ラボ関係，検査所関係の８つに分類し，指摘事

項の変遷を調査した。

（ ２） 査察時質疑応答記録の整理

2007年から2015年度までの直近４回のFSI S査察記

録から質問事項とそれに対する回答を拾い出し，表

計算ソフト Excel に時系列順に入力するとともに，
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施設区分や質問内容等で分類し，並べ替えや抽出が

容易にできる質疑応答集を作成した。

結果

(１ )FSI S指摘事項の変遷調査

認定から昨年度まで20回の査察があり，口頭での

軽微な指導を除き214項目の指摘を受けている。199

7年の対米認定要綱改正でHACCPシステムが義務化さ

れる以前は，衛生管理の基礎となるSPS(GMP)や薬剤

管理に関する指摘が多く ，特に認定直後は構造設備

や作業方法の抜本的な改善が数多く 求められてい

た。

HACCPシステムの義務化後もSPS(GMP)に関して指

摘を受けているが，HACCPシステムや施設の維持管

理に関するものにシフトしてきており，施設の管理

体制や行政の監視体制自体が問われることが多く な

っている。指摘数は少ないようにみえるが，総括的

な指摘となっているため，実質的には対処しなけれ

ばならない範囲が広くなる場合もある。

維持管理の指摘については，施設の老朽化と改修

のタイミングで増減しているのではないかと思われ

る（ 表１ 。）

表１ 査察事項の変遷調査FSIS

指摘事項の具体的な内容では，認定初期には清掃

困難な構造があることや，逆流防止弁や温度計がな

いことなどの抜本的な構造設備に関するものであっ

たが，その後はペンキの剥がれやサビ，冷蔵庫天井

， 。の汚れなど 維持管理についての指摘となっている

構造設備 維持管理 清掃状態 そ族昆虫

1990 1 29 11 1 1 13 5 1 1 9
1991 4 27 7 2 7 1 17 9 2
1992 1 3 1 1 2 1
1993 2 18 3 4 3 10 5 2 1
1994 2 26 6 7 2 15 3 1 1 1 5
1996 1 7 2 2 2 3
1997 1 7 1 2 3 3 1
1999 1 11 3 1 1 5 3 1 2
2001 1 21 3 4 5 2 14 3 1 1 1
2004 2 31 11 8 2 1 22 1 1 3 3 1
2006 1 6 4 4 1 1
2007 1 7 1 1 2 1 1 2 1
2009 1 19 2 2 6 1 11 2 1 4 1
2015 1 2 0 1 1
 20 214 48 35 28 9 120 35 8 4 8 11 5 23

年度
査察
回数

指摘
事項

SPS (GMP)
小計

検査所
関連

要綱一部改正(1997.1)
HACCP導入(1999.1)

作業
方法

薬剤
管理

動物
福祉

SSOP HACCP
施設ラボ
関連

結露については，認定当所から現在に至るまで指

， ，摘が続いているが米国に比べ湿度の高い日本では

未だ抜本的な対策をとることができていない状況で

ある。

作業方法についての指摘は，認定初期と比べると

減少傾向にあるが，毎回１つ２つの指摘を受けてい

る（ 図３ 。）

図３ 構造設備と作業方法等に関する指摘事項

HACCPとSSOPに関しては，SSOP逸脱時の具体的な

措置を規定していないことや，HACCPの検証頻度が

少ないなどの指摘がなされている。

その他，CCP設定及びモニタリング頻度の根拠と

なるデータや根拠文書を求められることが多くなっ

てきている。

なお，昨年度の指摘事項は，施設に対しては枝肉

保管庫の行程でSRMに関する危害分析が行われてい

なかったこと，また，検査所に対しては指摘を行っ

たにもかかわらず，評価を「 可」 としていたことの

２点で，いずれも基本的なものであった（ 図４ 。）

【 年度以降の指摘事項】2001

・ 逸脱時の具体的な措置を規定していないSSOP

・ の検証頻度が少ないHACCP

・ のモニタリング及び検証頻度の科学的な根拠文書CCP

がない

：

【 年度の指摘事項】2015

・ 枝肉保管庫の行程において に関する危害分析がSRM

行 われていない

・ 作業前点検時に指摘を行ったにもかかわらず評価を不

可「 」 ではなく可「 」 としていたU A

図４ システムに関する指摘事項HACCP

【1990-1991】
・ 各所に清掃困難な構造 ・ 食道結紮は頭部除去する前に
・ 水道に逆流防止弁がない ・ 剥皮は内側から外側へ
・ 背割機消毒槽に温度計未設置 ・ 落下製品はト リ ミ ングを
・ 消毒槽の水がオーバーフローする構造 ・ 枝肉， 部分肉に被毛， 消化管内容物
・ 内臓コンベアを洗浄する構造が不十分 ：
・ 生体通路脇ド アからの昆虫進入防止 ：

： ：
・ 消化管内容物汚染はと体の
　 最終洗浄前にト リ ミ ング

【1993以降】
・ カッ ト 室の可食容器内の肉に
　 消化管内容物が付着

・ ペンキの剥がれ， サビ ・ けい留中の牛の綱が短い
・ 冷蔵庫天井に汚れ ・ スタ ンニング開口部から SRM漏れ
・ 製品包装室の天井， 壁にいたみ ：
・ 冷蔵室床コーキングの剥がれ
・ 結露対策

構
造
設
備

作
業
方
法

維
持
管
理
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（ ２ ） 査察時質疑応答記録の整理

作成した質疑応答集は，査察毎に時系列で順序を

おって質問と回答内容の確認ができるものとなっ

た。また，複数の査察をまたぎ，縦断した抽出が可

能であるため，必要部分に関する質問と回答をまと

めて確認することができるものとなった（ 図５ 。）

図５ 質疑応答集

考察

最近の指摘事項は， システムに関する施HACCP

設の管理体制や，行政側の監視体制そのものを問う

ものに変わってきており，査察官の質問に十分に対

処するためには，より専門的な知識を持った検査員

の育成が必要である。

作成した質疑応答集については，問題点の把握に

有用であるだけでなく ，これをシナリオとしたシミ

ュレーショ ン形式での演習を行うことができるた

め，査察経験の少ない検査員や，施設担当者への教

育訓練に有用である。また，他検査所でも同様なス

タイルで質疑応答集を作成し，一つにまとめること

で，活用の幅を広げることも可能である。

輸出は二国間の検査制度や衛生要件が同等以上と

認められて初めて可能となる。一般に諸外国では輸

出に必要な検査や証明書の発行等は国が行っている

が，と畜検査が自治事務となっている日本では監督

体制が必ずしも一元化されておらず，諸外国等に対

し，国と自治体との関連を説明するのに苦慮するこ

とも多い。

現在国では輸出促進も視野に入れた シスHACCP

テムの導入が進められているが，二国間協議で同等

と見なされる世界標準レベルの検査体制とするため

には，単に を導入するだけではなく ，先進HACCP

諸国でみられるような，システム化された衛生監視

の手法や体制作り，また検査員の専門的な教育の場

が必要ではないかと考える。

最後に，県内に１カ所しかなかった対米認定施設

が現在４カ所に増えている。県で統一した指導を行

うためには，検査所間での共通認識や連携が不可欠

なものとなってきているため，今後とも積極的な情

報の発信，共有に努めたい。

参考文献

1 Jane H. Doherty. 2016. Draft final report of an audit)

conducted in Japan September 24 through October 9,

2015. FSIS
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過去 年間のと畜検査データのまとめ及び検査所におけるフィードバック事業の取り組み10

１ ２）○末吉 敏 ，田中敏久，門松俊隆 ，樋高隆一）

串木野食肉衛生検査所 1)阿久根食肉衛生検査所 2)知覧食肉衛生検査所

は じ め に

当検査所管轄のと畜場に搬入される豚の農場内訳は，平成 年度実績でグループ会社が経営する系列農27

場（ 以下， グループ） から約８割，系列外から２割が搬入される状況である。と畜検査データのフィーY

ドバックは平成 年度実績で， 農場を対象に実施している。平成 年度に当検査所のフィードバック27 33 22

， ，の取り組みについて 豚抗酸菌症による一部廃棄多発農場と間質性肝炎多発農場を中心に発表を行ったが

今回はその後の当該農場の病変の変化とフィードバックの取り組み，並びに過去 年間のと畜検査データ10

， ， ， 。を比較し さらに フィードバック対象農場へのアンケート調査等を実施したので その概要を報告する

調査方法及び グループの概要Y

平成 年度から平成 年度までのと畜検査デ17 27

ータを年度別，農場別に比較検討した。 グルーY

プの系列農場及び農場管理獣医師に対して検査所

から飼育方法，豚舎構造，疾病対策，ワクチン接

種状況等のアンケート調査を行った。また，疾病

が多発した場合などは疾病対策等で検査所と農場

間で 等で情報交換を行い，数回にわたり，農Fax

場管理者，農場管理獣医師と担当者同士での話し

合いをおこなった。

Ｙグループは有限会社で直営の繁殖一貫農場が

７，預託肥育農場が で構成され母豚数合計は約25

頭。生後 日で離乳，その後 日まで離乳9,800 21 40

100 40kg豚舎 日まで育成豚舎で飼育し 生体重約， ，

で肥育農場へ出荷している （ 図１）。

春と秋の年２回，預託を含めた全農場の抗体検

査を行い，検査の結果を踏まえワクチン，投薬プ

ログラムを専属獣医師のもとで決定している。繁

殖と肥育が隔離された２サイトシステムでの飼育

が行われ，約 日令で受け入れた豚を約 日100 200

齢まで肥育し，と畜場へ出荷している （ 図２） 子。

豚は直営の１繁殖農場から１肥育農場への分配と

なり，異なる繁殖農場から子豚が供給されること

は基本的にはない。

結果

農場からの アンケート調査で 農場の内，繁33

殖７，肥育 計 農場から回答があった。すべ24 31
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ての農場が屋内飼育で放牧等は行っていない。畜

舎の床構造は繁殖農場は高床が多く ，肥育農場は

平床が多い傾向だった。また， による聞き取りFax

等で肥育農場はおがく ずを数センチ敷き飼育して

いる農場があった。

平成 年度から平成 年度までに，と畜頭数17 27

は，串木野検査所で年間約 万頭，県下７検査所16

は約 万頭で推移している （ 図３）240 。

平成 年度全部廃棄頭数が 頭だったが，17 505

減少傾向を示し平成 年度が最も少なく 頭，22 91

平成 年度は 頭となった。平成 年度に多発27 99 17

していた心内膜炎型敗血症多発農場が出荷しなく

なった事と，平成 年度に年間 頭全部廃棄処17 201

分となっている高度の水腫が平成 年度は 頭27 15

と大きく減少している （ 図４）。

と畜頭数に対する廃棄割合で見ると，平成 年17

度，串木野検査所において ％の全部廃棄状況だ0.3

， 。（ ）ったが 平成 年度は ％と減少した 図６27 0.06

平成 年度平均約 ％だった串木野食肉衛生18 72

検査所の肺炎罹患率は，平成 年度は約 ％ま27 46

で減少した （ 図７）。

，ＳＥＰに関しては横ばいからやや減少傾向にあり

その他の肺炎等に関しては減少傾向が見られた。
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（ 図８）

抗酸菌症発生状況の推移は平成 年度に年間21

発生率が ％と高く なっていたが，母豚，肉豚に2.8

同じ抗生剤を投与し，併せて分娩舎の清掃を徹底

したところ抗酸菌症の発生は抑えられ，平成 年27

度は ％と発生が減少した （ 図９）0.07 。

間質性肝炎多発農場で豚回虫駆虫プログラムを

行った２農場，Ａ農場とＢ農場の間質性肝炎の発

生状況は平成 年度に間質性肝炎が約 ％を超21 80

える廃棄率だったが，平成 年度で 農場が24 A

，Ｂ農場で ％まで減少した。その後Ａ農9.8% 21.6

場は平成 年度で廃業し，Ｂ農場はＹグループが25

年度で駆虫プログラムを中止したため，間質性24

肝炎が現在まで多発している （ 図 ）。 10

まとめと考察

平成 年度に発表を行った豚抗酸菌症による22

一部廃棄の多発農場は，現在ほとんど発生してい

ない。また，全部廃棄頭数，肺炎罹患率について

は減少傾向が認められた。間質性肝炎が多発して

いた２農場は，駆虫プログラムにより，一時減少

したが平成 年度にプログラム中止後は多発傾向24

にあり， Ｙグループ全体でも増加傾向にある。農

場管理者に問い合わせたところ，農場においては

十分な費用対効果が得られないとのことで駆虫プ

ログラムは中止し現在は農場の洗浄消毒により対

応しているとのこと。

肉豚の衛生対策費は個々の農場により差がある

500といわれ，畜産協会が経営診断した場合，肉豚

頭規模の農場の例では，１頭あたりの衛生対策費

は 円程度という調査があり，衛生状態が悪い1,500

場合は約 円，完全な隔離状態で疾病のない清3,000

浄農家でも１頭あたり 円程度になるといわれ1,000

る。

農場へのフィードバック事業において，と畜検

査データを農場へ還元することは検査所における

重要な業務の一つであり，データを元に，農場及

び会社側との協議会を実施することにより， さら

なる疾病予防対策につながると思われる。それは

農場の衛生管理のみでなく 健康で安全な食肉を消

費者へ提供するといった事に通じるものと思われ

た。
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と畜場における口蹄疫実務実践型防疫演習の概要と検証
○城間健 濱田忠子 外園千代 吉満文隆

1)

阿久根食肉衛生検査所 １） 北薩家畜保健衛生所

は じ め に

口蹄疫はピコルナウイルスを原因とする疾病で，偶蹄類に感染して口唇，蹄部，乳房等に水疱，びらんを形成し，

その感染力の強さから家畜法定伝染病に指定されている。2010年に宮崎県で発生した際には，牛約69,000頭，豚

約227,000頭が殺処分され甚大な被害をもたらし［3］，隣県での発生ということもあって県内での発生も危惧された。

また，韓国，中国をはじめとする近隣諸国では現在でも口蹄疫が継続して発生しており［2］，県内への侵入リスクは

常に高い状態にある。この状況を踏まえ，当所では平成25年度より関係機関を交えて机上演習を行い，と畜場内で

の発生を想定して検査員の役割等を協議してきた。今回，初めて実践型の演習を実施したのでその概要について

報告する。

演 習 概 要

１．演習期間及び人員

演習は平成28年1月12日から1月15日までの4日間，

管内と畜場牛係留所にて行われた。生体検査員1人，

応援検査員2人の計3人を1チームとして4班編成し，4

日間で延べ14人（男性9人，女性5人）が参加した。ただ

し，3日目には応援検査員の第2陣を配置したため，計5

人で行った（図1）。

図1 実施期間，場所及び人員構成

２．演習内容

通常，と畜場内で口蹄疫を疑った場合，施設側に農

場確認の指示やと殺の一時停止等の必要な措置をと

り，管轄家畜保健衛生所へ通報，病変部の写真を送付

することとなっている［1］。今回の演習では，生体検査

時に口蹄疫を疑う牛を発見した場合を想定し，家畜保

健衛生所が到着するまでの過程に焦点をあてた。

管内と畜場牛係留所，豚と畜場及び検査所の位置

関係は図2のようになっている。生体検査員は図2中の

赤で示すルートで牛係留所へ行き，通常通り生体検査

を行った後，同一農場の複数の牛に口蹄疫を疑う症状

を認めた場合を想定し，検査所へその旨を連絡した。

連絡を受けた検査所から応援検査員2人が口蹄疫の

検査に必要な器具セット（以下，検査器具セット）を持

ち，防疫服を身につけて係留所へ向かった（図3）。応

援検査員を待つ間，生体検査員は施設に農場の状況

等の聞き取りを行い，応援検査員の到着後は3人で該

牛の検査，撮影を行った。検査器具セットに常備されて

いる携帯電話で撮影した画像は検査所へ送信し，検査

所ではその確認をした。演習終了後，生体・応援検査

員でその日の問題点を出し，改善案が出たものは翌日

へ引き継いだ。

図2 牛係留所，豚と畜場及び検査所の位置関係
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図3 応援検査員及び検査器具セット

演 習 結 果

4日間の演習中に多くの問題点が挙げられた。特に

検討が必要であったものとして，①検査器具セットにつ

いて，②撮影条件について，③撮影対象について，④

デジタルカメラの受け渡し方法についてが挙げられた。

１．検査器具セットについて

検査器具セットには図4aに示す器具が常備されてい

たが，デジタル体温計の不具合の発生，照度不足，ま

た，ペーパータオルや手袋は汚れや破損が激しく，枚

数不足といった問題点が挙げられた。そこで，検査器

具セットに水銀体温計，懐中電灯の追加，消耗品につ

いては予備枚数を増やすことで対応した。

さらに，検査器具セットに必要な器具の写真と名称を

記載，注意書きをし，ラミネートして検査器具セットに常

備しておくことで，誰が応援として派遣されても対応でき

るようにした（図4b）。

図4a 検査器具セット（改善前）

図4b 検査器具セット（改善後）

２．撮影条件について

当初，病変等の撮影には携帯電話，デジタルカメラ

の双方を用いて行い，携帯電話で撮影したものについ

て検査所へ送信し，検査所でその画像を確認すること

を想定していた。しかし，携帯電話での撮影はシャッタ

ースピードが遅いことによるぶれ，画像送信に時間を

要する等の問題点が挙げられ，撮影はデジタルカメラ

で行うこととした。また，デジタルカメラは消毒するため

に防水仕様のものを使用した。

デジタルカメラを用いた撮影では，撮影モードをオー

トモードにしていたことや牛の保定が不十分であったた

めにぶれやピンぼけが目立った。そこで，頭部を固定

するロープの長さを調節し，牛の顔を上げるように保定

した。また，撮影モードはスポーツモードに設定した。そ

れにより，以前と比べて鮮明な画像をより多く撮影する

ことができるようになった（図5）。

図5
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３．撮影対象について

撮影対象について，国の防疫指針では病変部のみ

でなく好発部位も撮影することが記載されているが

［1］，今回の演習中に撮影した画像を検査所で確認し

たところ，必要な撮影箇所の漏れを認めた。そこで，撮

影箇所や条件を記載し，ラミネートして検査器具セット

に常備するようにした（図6）。

図6

４．デジタルカメラの受け渡しについて

撮影にデジタルカメラを用いることとなったため，デジ

タルカメラを受け取り，検査所へ持ち帰るための応援検

査員第2陣（以下第2陣）が必要となった。デジタルカメ

ラを受け取るためのゾーニングとして，牛係留所を汚染

ゾーン，車両などが通り汚染の可能性のある部分をグ

レーゾーンと考え，それに準じた消毒槽の設置が必要

となった。

牛係留所には2カ所の出入り口があり，その2カ所に

施設の消毒槽が設置されている（図7中青丸）。第2陣

は消毒槽を新たに検査所近く及びグレーゾーンの端に

設置し（図7中赤丸），消毒液を張ったバケツを持って図

7中黒矢印の施設の消毒槽まで移動した。撮影を終え

た生体検査員が，そこでバケツにデジタルカメラを浸漬

消毒し，第2陣が受け取り自らが設置した消毒槽で靴を

消毒して検査所へ戻ることで，デジタルカメラの受け渡

しが可能となった。

図7

青丸：施設の消毒槽 赤丸：第2陣が設置した消毒槽

ま と め

当所ではこれまで机上演習を行ってきたが，今回初

めて実践型演習を行った。そのことにより，机上演習で

は見えてこない撮影や検査器具に関すること等の問題

点が多く挙げられ，改善案を翌日以降へ引き継ぐこと

で演習期間中に改善が見られた。

今回はデジタルカメラを受け取るまでの演習を行っ

たが，今後はその後のゾーニングや施設との連絡体

制，その他隠れた問題点を確認するために関係機関を

交えた実践型演習が必要であると思われる。

参 考

［ ］ 農林水産省「 口蹄疫に関する特定家畜伝染病1

防疫指針（ 平成 年 月 日公表 」27 11 20 ）

http://www.maff.go.jp/j/syouan/douei/katiku_yobo/k_bou

si/pdf/160401_fmd_guide.pdf

（ アクセス）2017/2/17

［ ］ 農林水産省「 口蹄疫に関する情報」2

http://www.maff.go.jp/j/syouan/douei/katiku_yobo/k_ fmd

/

（ アクセス）2017/2/22

［ ］ 農林水産省「 口蹄疫の発生とその対策」3

http://www.maff.go.jp/j/wpaper/w_maff/h22/pdf/z_1_1_5.

pdf

（ アクセス）2017/2/22
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過去の業績発表及び調査研究（ 平成１ ０ 年度以降）
年 度 検 査 所 名 発 表 内 容 及 び 研 究 内 容

平成10 知覧食肉衛生検査所 ・ 豚赤痢様病変及び大腸炎を呈した豚の結腸粘膜から分離された 属菌の性Ser pul i na

状について

串木野食肉衛生検査所 ・ と畜場で認めれた牛の悪性水腫について

阿久根食肉衛生検査所 ・ 豚肺炎からの の分離Act i nobaci l l us pl eur opneumoni ae

大口食肉衛生検査所 ・ 豚の敗血症（ 第１ 報）

末吉食肉衛生検査所 ・ PCRにおけるベロ毒素産生性大腸菌検出感度の向上

・ 豚におけると畜検査データの解析とフィ ード バッ クシステムへの応用

志布志食肉衛生検査所 ・ 養豚農家へのフィ ード バッ ク事業

Baci l l us subt i l i s, Baci l l us mycoi des,平成11 知覧食肉衛生検査所 ・ 精度管理の立場からみた

の各種抗 生物質の感受性についてMi cr ococcus l ut eus

・ 牛の病畜検査状況と健康畜で検査した枝肉及び肝臓の疾病状況（ 誌上発表）

大口食肉衛生検査所 ・ 豚の敗血症（ 第２ 報） ーフィ ード バッ ク事業の１ つの成果ー

末吉食肉衛生検査所 ・ 牛の肝臓及び胆汁からの 属菌の検出Campyl obact er

志布志食肉衛生検査所 ・ 豚盲腸内容物におけるサルモネラ保菌調査

・ と畜場で認められた牛の嚢胞腺癌の１ 症例

鹿屋食肉衛生検査所 ・ 豚血清中のインフルエンザウイルス抗体の継続的観察

平成12 知覧食肉衛生検査所 ・ 鶏白血病について

・ 肝蛭による病変

・ 筋間水腫における一考察

阿久根食肉衛生検査所 ・ と畜場における牛のヨ ーネ病診断事例

大口食肉衛生検査所 ・ 豚の敗血症（ 第３ 報） ーフィ ード バッ ク事業の一例ー

末吉食肉衛生検査所 ・ と畜場で認められた牛の顆粒膜細胞腫の１ 症例

・ HPLCによる合成抗菌剤及び寄生虫用剤の同時分析法の検討

・ 末吉食肉衛生検査所における口蹄疫発生時の対応経過

志布志食肉衛生検査所 ・ フィ ード バッ ク農家の意向調査

鹿屋食肉衛生検査所 ・ ブロイラー養鶏農場におけるサルモネラ衛生対策～その１ ～

平成13 阿久根食肉衛生検査所 ・ 気腫疽と悪性水腫の鑑別と迅速診断

大口食肉衛生検査所 ・ 県下の大規模食鳥処理場における細菌汚染調査について

末吉食肉衛生検査所 ・ 豚繁殖・ 呼吸障害症候群ウイルス（ PRRSV） の抗体保有率及び分離状況について

・ 豚頭肉の汚染状況

志布志食肉衛生検査所 ・ と畜場搬入牛・ 豚におけるQ熱リ ケッ チア抗体保有ならびにCoxi el l a bur net i i 遺

伝子の検出状況

鹿屋食肉衛生検査所 ・ ブロイラーにおけるサルモネラおよびカンピロバクター保菌調査
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年 度 検 査 所 名 発 表 内 容 及 び 研 究 内 容

・ 敗血症(心内膜炎型） の培養法に関する検討平成14 知覧食肉衛生検査所

阿久根食肉衛生検査所 ・ 豚のリ ンパ類上皮細胞性（ Lenner t ） リ ンパ腫の一例

末吉食肉衛生検査所 ・ DFD様筋肉変性鶏（ ブロイラー） に対する伝染性気管支炎ウイルス（ I BV） および

腎疾患の関与について

鹿屋食肉衛生検査所 ・ 湯はぎ式解体ラインにおける枝肉細菌数の推移

・ と 畜段階及び生産段階における発育不良豚の実態と処理方法に関する一考察

平成15 知覧食肉衛生検査所 ・ 関節炎型豚丹毒の凝集反応法による診断法の検討

・ 発育不良の黒毛和種牛における腎尿細管異形成の一症例

串木野食肉衛生検査所 ・ 正常肥育豚の血液検査及び発育不良豚との比較

阿久根食肉衛生検査所 ・ 慢性貧血が疑われた高齢牛の一症例

末吉食肉衛生検査所 ・ 豚丹毒迅速診断の比較検討

・ と 畜豚の肺疾患及び豚繁殖・ 呼吸器障害症候群ウイルス（ PRRSV ， 豚サーコウイ）

ルス２ 型（ PVC2） および豚オーエスキー病ウイルス（ ADV） と の関係について

・ ブロイラーにおける胆管肝炎の病理

鹿屋食肉衛生検査所 ・ 湯はぎ式解体ラインにおける衛生管理への取り 組み

平成16 知覧食肉衛生検査所 ・ 黒毛和種牛におけるクローディ ン１ ６ 欠損症と その類似疾患

串木野食肉衛生検査所 ・ 豚カッ ト 室における細菌数の変動と衛生対策の効果

阿久根食肉衛生検査所 ・ 豚のアレルギー性皮膚炎について

・ 食鳥検査でみられたブロイラーの 感染症Asper gi l l us f l avus

大口食肉衛生検査所 ・ 牛， 豚の体表におけるリ ステリ ア属菌付着状況調査

（ ）・ と 畜場で発見される豚抗酸菌症への一考察 ホルマリ ン固定材料からの抗酸菌検索

末吉食肉衛生検査所 ・ 豚解体処理工程別の枝肉細菌数の推移と衛生管理の改善への試み

・ PCRによる と の迅速鑑別診断の検討Cl ost or i di um chauvoei Cl ost r i di um sept i cum

・ DFD様筋肉変性鶏の過酸化脂質及び深胸筋と肝臓のプロテオーム解析

鹿屋食肉衛生検査所 ・ 管内一と畜場におけるサルモネラ浸潤状況

平成17 知覧食肉衛生検査所 ・ 発育不良豚血漿のプロテオーム解析

串木野食肉衛生検査所 ・ 成鶏に見られた骨外性骨肉腫の一例

阿久根食肉衛生検査所 ・ と 畜検査時にみられた牛のアクチノ バチルス症

・ 分離同定法の一考察Cl ost r i di um sept i cum

大口食肉衛生検査所 ・ クマリ ン系殺鼠剤中毒を疑った豚のHPLC分析

末吉食肉衛生検査所 ・ 豚丹毒迅速診断の比較検討（ 第２ 報）

・ 牛の胆汁中における 汚染調査及び分離菌株の遺伝子型比較Campyl obact er

・ 大規模食鳥処理場におけるカンピロバクタ ー汚染状況調査

・ 豚赤痢のPCR法導入による迅速診断と病理組織学的診断の比較検討

志布志食肉衛生検査所 ・ PCR法による抗酸菌検出法の検討

鹿屋食肉衛生検査所 ・ 間質性肝炎を呈する豚肝臓の細菌汚染調査（ 第１ 報）

・ 寄生虫用剤イベルメ クチンの牛への残留状況について

・ 残留抗生物質簡易検査における 芽胞原液作成法の検討Baci l l us mycoi des
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年 度 検 査 所 名 発 表 内 容 及 び 研 究 内 容

阿久根食肉衛生検査所 ・ 異常な臭い及び黒色を呈する牛の大腸に関する調査平成18

大口食肉衛生検査所 ・ が分離されたブロイラーの心内膜炎St r ept ococcus gal l ol yt i cus

・ 食鳥検査データーからみたと体廃棄の原因疾病

末吉食肉衛生検査所 ・ 牛枝肉の脳・ 脊髄組織汚染状況調査及び汚染除去方針の検討

・ 豚敗血症（ 心内膜炎型） からの s分離状況調査St r ept ococcus sui

・ ブロイラーの育成から出荷過程おけるカンピロバクタ ー汚染状況調査

志布志食肉衛生検査所 ・ 牛血漿のSDS-PAGE解析

・ 食鳥処理場におけるカンピロバクタ ー汚染状況調査（ 第１ 報）

鹿屋食肉衛生検査所 ・ 緊急搬入牛から検出されたイベルメ クチンについて（ 症例報告）

・ 豚腸管由来の多剤耐性 ( ST)分離状況と分離株の特徴Sal monel l a Typhi mur i um

平成19 串木野食肉衛生検査所 ・ と 畜場搬入豚由来 の薬剤感受性とプラスミ ド プロファ イSal monel l a Chol er aesui s

ル

阿久根食肉衛生検査所 ・ バイオアッ セイによる抗菌性物質の感受性試験

・ 牛の好酸球性筋炎の１ 症例

大口食肉衛生検査所 ・ 管内と畜場でみられた豚サルモネラ症の発生状況

末吉食肉衛生検査所 ・ 食肉衛生検査所における牛の腫瘍

・ 県下で分離された腸管出血性大腸菌O157の疫学的検討

志布志食肉衛生検査所 ・ 牛， 豚糞便からのO157分離状況調査

鹿屋食肉衛生検査所 ・ 残留抗生物質簡易検査用 芽胞菌液作成及び保存法の検討Baci l l us mycoi des

・ 一部廃棄と し たブロイラーの肝炎に関する調査

平成20 知覧食肉衛生検査所 ・ 病畜牛における血漿中ビタ ミ ンA， Eと 副腎皮質ホルモン（ コルチゾール） の測定

阿久根食肉衛生検査所 ・ ML培地における豚肝臓の抗菌作用

大口食肉衛生検査所 ・ 県内のと畜場でみられた牛白血病の基礎的調査

末吉食肉衛生検査所 ・ と 畜場に搬入された豚におけるサルモネラの保菌状況及び疫学的検討（ 第１ 報）

・ 豚尿毒症の調査結果について

・ と 畜場でみられた牛の腫瘍と牛白血病抗体保有状況

志布志食肉衛生検査所 ・ 食肉衛生検査微生物分野におけるカラーアト ラスの作成

（ 平成１ ９ 年度微生物部会調査研究）

鹿屋食肉衛生検査所 ・ 家畜由来カンピロバクタ ーの薬剤感受性成績

平成21 阿久根食肉衛生検査所 ・ 食肉衛生検査所における牛白血病の鑑別

大口食肉衛生検査所 ・ と 畜場に搬入される牛のレプト スピラ浸潤状況調査

末吉食肉衛生検査所 ・ と 畜場搬入豚の肝臓及び盲腸便から分離された の疫学的Sal monel l a Chol er aesui s

検討

・ MGI T法及びPCR法を併用し た抗酸菌検出法の検討

（ 平成２ ０ 年度微生物部会調査研究）

志布志食肉衛生検査所 ・ 管内と畜場における牛腫瘍の発生状況

鹿屋食肉衛生検査所 ・ サルモネラ相誘導試験における簡易法の検討
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年 度 検 査 所 名 発 表 内 容 及 び 研 究 内 容

知覧食肉衛生検査所 ・ 管内と畜場で見られた緊急搬入牛における肺炎調査平成22

串木野食肉衛生検査所 ・ 食肉衛生検査所の施設検証の取り 組みについて

・ 食肉衛生検査所のフ ィ ード バッ クの取り 組みについて

阿久根食肉衛生検査所 ・ 黒毛和種にみられた転移を伴う 腎臓腫瘍

・ 大規模食鳥処理場における衛生実態調査

末吉食肉衛生検査所 ・ 住肉胞子虫の寄生が認められた牛の好酸球性筋炎の一症例

β St r ept ococcus dysgal act i ae subsp. equi si mi l i s志布志食肉衛生検査所 ・ 豚疣状心内膜炎由来 溶血性

の薬剤感受性と遺伝学的特徴

鹿屋食肉衛生検査所 ・ による豚の疣状性心内膜炎の発生実態Act i nobaci l l us pl eur opneumoni ae

Act i nobaci l l us equul i subsp. equul i・ 豚の疣状性心内膜炎から分離された

平成23 阿久根食肉衛生検査所 食肉・ 食鳥検査等カラーアト ラスデータの簡易データ ベース化・

対米輸出食肉を取り扱う と畜場等に係る認定までの衛生指導について・

大口食肉衛生検査所 食鳥処理場におけるカンピロバクタ ー汚染低減への取り 組み・

末吉食肉衛生検査所 管内と畜場で分離された Chol er aesui s の性状・ Sal monel l a

管内と 畜場における豚丹毒の疫学的検討・

志布志食肉衛生検査所 管内と畜場で牛白血病が疑われた症例の検討・

牛のリ ンパ腫におけるスタンプ標本を用いた免疫組織化学的検査の有用性・

全身性腫瘍が疑われた牛２ 例の病理組織学的検討・

鹿屋食肉衛生検査所 食鳥処理場におけるESBL産生 の浸潤調査・ Escher i chi a Col i

平成24 知覧食肉衛生検査所 管内と畜場でみられた敗血症型豚丹毒２ 症例・

・ 牛胆汁及び直腸便の 分離状況及び分離方法の検討Campylobacter jejuni/coli

阿久根食肉衛生検査所 ・ 大規模食鳥処理場における施設衛生指導について

大口食肉衛生検査所 ・ 管内と畜場における豚丹毒の発生状況

末吉食肉衛生検査所 ・ 豚丹毒が多発した農場の分離株における遺伝子型別と薬剤感受性

・ 活用による豚丹毒菌迅速同定法の検討（ 第一報）M A LD I-TO F M S

志布志食肉衛生検査所 ・ 法を用いた の検出法の検討LA M P Streptococcus.suis

細胞性リンパ腫の病理組織学的検討・ T

・ リ ンパ腫と中皮腫の併発が疑われた牛の病理組織学的検討

鹿屋食肉衛生検査所 ・ と 畜場搬入豚由来 の薬剤感受性Actinobacilluspleuropneumoniae

・ 法により 未知の遺伝子型が確認された牛白血病の一症例PC R -R FLP
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年 度 検 査 所 名 発 表 内 容 及 び 研 究 内 容

平成25 知覧食肉衛生検査所 ・ 成鶏における の保菌調査及び検出法の検討Campylobacter jejuni/coli

・ 病畜と室における牛のと畜検査概要

串木野食肉衛生検査所 ・ と畜検査における腸病変 牛・ 豚 の病理アト ラス作成( )

阿久根食肉衛生検査所 ・ ブロイラーのカンピロバクター保菌調査及び食鳥処理場の汚染状況（ 第１ 報）

・ 対米等牛肉輸出認定施設におけると畜解体工程の衛生管理に係る検証

末吉食肉衛生検査所 ・ と畜場で認められた牛の悪性水腫の検査と対応（ 事例報告）

志布志食肉衛生検査所 ・ を用いた豚丹毒早期診断法の検討Propidium m onoazide PM A( )

鹿屋食肉衛生検査所 ・ ブロイラーにおけるカンピロバクターの保菌及び製品汚染調査

・ における の分布状況調査及び簡易識別法の検討Streptococcus.suis ST1com plex

・ 対シンガポール輸出食肉を取り扱う と畜場等の認定までの経緯と対応

平成26 知覧食肉衛生検査所 ・ 牛の真性多血症の一例について

串木野食肉衛生検査所 ・ 牛の肝臓・ 胆嚢及び糞便における腸管出血性大腸菌及びカンピロバクターの保菌

状況調査

阿久根食肉衛生検査所 ・ カンピロバクター保菌調査及び食鳥処理場における汚染状況調査

・ と畜検査でみられた牛の脳幹部硬膜下膿瘍

大口食肉衛生検査所 ・ の各処理工程におけるカンピロバクター汚染実態調査大規模食鳥処理場

・ ワーキンググループを活用したと畜場等への衛生講習会

末吉食肉衛生検査所 ・ 食鳥検査でみられた鶏マラリ ア

・ 県内と畜場における豚丹毒の発生状況

・ と畜場で発生したヨ ーネ病の検査事例

志布志食肉衛生検査所 ・ 腸内細菌科群数を用いた牛豚枝肉の胃腸内容物汚染の検討

・ 対米等及び対EU輸出牛肉認定施設におけるサルモネラ属菌の分離試験に関する一

考察

鹿屋食肉衛生検査所 ・ プレミ ッ クス試薬を用いたダイレクト コロニーPCR法の検討

平成27 知覧食肉衛生検査所 ・ マルボフロキサシン残留が認められた牛の一例

阿久根食肉衛生検査所 ・ 牛のマイコプラズマ関連疾病肝臓

・ と畜検査でみられた皮膚型牛白血病および非定型型牛白血病

・ ブロイラーの多発性黒色腫

大口食肉衛生検査所 みられた腎芽腫の１ 例・ 豚に

・ 豚 データ フ ィ ード バッ クにおけるSEPグレード 分けの取り 組みと畜検査

末吉食肉衛生検査所 属菌が分離された４ 症例と検査方法の検討・ Cl ost r i di um

・ 食鳥におけるサルモネラの保菌状況調査

・ 枝肉検査時に認められる牛胸部石灰化病変の検討志布志食肉衛生検査所

・ 豚 食肉処理場における衛生指導の一考察と畜場及び
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平成27 鹿屋食肉衛生検査所 ・と畜検査において，豚骨髄性白血病を疑った事例

・保存菌株台帳のデータベース化とその活用の検討

平成28 知覧食肉衛生検査所 ・と畜場における牛枝肉の衛生対策

串木野食肉衛生検査所 ・過去 10年間のと畜検査データのまとめ及び検査所におけるフィードバック事業の

取り組み

阿久根食肉衛生検査所 ・Mycoplasma bovis が関与した牛の心内膜炎

・と畜場における口蹄疫実務実践型防疫演習の概要と検証

大口食肉衛生検査所 ・鹿児島県内の大規模食鳥処理場で分離された Salmonella Infantis,S.Schwarzengru

nd及びS.Manhattanの保有プラスミドと薬剤耐性

末吉食肉衛生検査所 ・ BLV陰性牛でみられた B細胞性リンパ腫

・ FSIS（米国食品安全検査局）指摘事項の変遷

志布志食肉衛生検査所 ・豚枝肉における微生物汚染調査（平成27年度微生物部会調査研究報告）

・牛にみられた腹腔内播種性腫瘍の１例

鹿屋食肉衛生検査所 ・食鳥処理場で分離された大腸菌の薬剤感受性


